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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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福祉用具－入浴用いす 
Assistive products-Shower chairs 

 
1 適用範囲 

この規格は，福祉用具のうち，浴室の中で体を洗ったり又はシャワーを使用するときに用いる入浴用い

すについて規定する。ただし，浴槽内で使用するいす及びキャスターなどの移動機能をもついすは除く。 

注記 浴槽内で使用するいすは，JIS T 9259 で規定されている。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 6253 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－硬さの求め方 

JIS T 0102 福祉関連機器用語［支援機器部門］ 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS T 0102 によるほか，次による。 

3.1 

座面 

人体を支えるために垂直に作用する力を支持する面となる部材。 

3.2 

背もたれ 

人体を支えるために水平に作用する力を支持する面となる部材。 

3.3 

ひじ掛け 

腕を支えるための部材。 

3.4 

脚部 

座面及び背もたれにかかる力を支える構造となる部材。 

 

4 各部の名称 

各部の名称は，図 1 による。 

 

 

 


